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１．はじめに
　鹿児島大学教育学部では，現在理科教育講座の
鉱物学研究室においてエックス線装置（粉末Ｘ線
回折装置）を用いた教育研究活動が行われている。
　このエックス線装置の安全取扱については，国
立大学法人化前は人事院規則１０－５（職員の放射
線障害の防止）を根拠法令として全学及び部局内
規則が整備されてきた。法人化後教育学部では，
労働安全衛生法，労働安全衛生法施行令，電離放
射線障害防止規則（電離則）及び鹿児島大学放射
線安全管理規則等に基づき，新たなエックス線障
害予防規程が整備され，Ｘ線障害の防止と安全の
確保が図られている。
　このような一連の法令等の変更によって，鹿児
島大学においても建物ごとに１事業所とみなされ
ることになり，教育学部でもエックス線作業主任
者の国家資格を持った者が作業主任者に任命され
ることになった。また全学放射線安全管理規則に
より，管理区域に立ち入らなくても放射線装置の
取扱いに従事する者はエックス線等取扱者として
定義され，部局長の責任において該当者に対して
放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練
（以下「教育訓練」という）を実施することが規
定された。
　教育学部では平成１７年度から学部独自の教育訓
練が実施されるようになり，学部内利用者への安
全教育の徹底と利便性の向上が図られてきた。平
成２２年度からは教育訓練の全学一元管理がスター
トしたことにより，これまで各部局（各学部）単

位で実施されてきた教育訓練は終了し，郡元地区・
下荒田地区と桜ヶ丘地区に分けて全学的に教育訓
練が実施されることになった。
　本報では，鹿児島大学においてエックス線等取
扱者に対する教育訓練の実施体制が各部局から全
学に移行したのを機会に，これまで教育学部で行
われてきた教育訓練を振り返り，その実績と問題
点をまとめたうえで，今後の課題について検討す
る。

２．Ｘ線と粉末Ｘ線回折装置
　Ｘ線は波長が１０－１２－１０－８ｍ（０.０１－１００Å）程
度の電磁波であり物体によって散乱される。Ｘ線
回折で用いるＸ線はその波長が原子やイオンの大
きさと同程度であって，物体を構成する原子やイ
オンが規則正しく並んでいて（このような固体物
質を結晶という。），それらによって散乱されるＸ
線の位相がよくそろって互いに強め合う場合に回
折線が観測される。Ｘ線回折法は結晶構造を解析
するための最も有力な研究手段である。
　教育学部に設置されている粉末Ｘ線回折装置で
は試料となる粉末に単色化したＸ線（ＣｕＫα線）
を照射して試料中の原子やイオンから散乱される
Ｘ線のパターンを記録し，これを手ががりとして
逆にＸ線を散乱する原子やイオンが配列している
パターンを調べることができる。試料が鉱物結晶
の場合，鉱物種に特有の規則的な原子配列をして
いるので，散乱（回折）Ｘ線のパターンも鉱物種
に特有なものとなり，鉱物種の同定が可能になる。
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　本文中での「エックス線」と「Ｘ線」の使い分けについて：学内規則の文中において特別な意味を持って使わ
れている用語に対しては「エックス線」を用い，規則とは関係なく一般的な意味を持って使われている場合には

「Ｘ線」を用いることとした。
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３．教育訓練の内容
　鹿児島大学教育学部では平成１７年度からエック
ス線等取扱者に対する教育訓練が毎年一回ほぼ６
月に実施されてきた。平成２１年度の教育訓練にお
ける受講者への配布資料は表１の通りである。⑴
～⑷は教育訓練中に使用するものであり（⑶の教
育訓練スライド縮小版（一部変更）については付
録を参照，⑷のＸ線回折装置使用マニュアルは図
１に示す。），⑸のエックス線等取扱者の登録申請
書（図２）も同時に配布した。また実際に鉱物学
研究室に設置された粉末Ｘ線回折装置を取扱う際
には，別途，安全取扱講習を実施するので，⑹の「地
学実験Ⅱ」テキスト（粉末Ｘ線回折実験）も添付
した。
　教育訓練の内容は表２に示す通りで，学部エッ
クス線障害予防規程に規定された実施項目をすべ
てカバーするように工夫された。まず初めに「鹿

児島大学教育学部エックス線障害予防規程」につ
いて全条項を関係法令と対応させて解説し，次に
鉱物試料を分析することを前提として粉末Ｘ線回
折装置の安全取扱について説明した。最後に放射
線の人体に与える影響について関係するビデオを
受講者に視聴してもらった。平成１８年度までは
財団法人放射線計測協会からビデオをお借りし
て上映した。平成１９年度からは社団法人日本アイ
ソトープ協会が作成したビデオ（社団法人日本ア
イソトープ協会ＪRIAビデオ編集委員会，２００７）を

表１．配布資料
⑴　鹿児島大学放射線安全管理規則
⑵　教育学部エックス線障害予防規程
⑶　教育訓練スライド縮小版
⑷　Ｘ線回折装置使用マニュアル
⑸　エックス線等取扱者の登録申請書
⑹　学部授業「地学実験Ⅱ」テキスト
　　（粉末X線回折実験）

図１ 図２

表２．教育訓練の内容

X線回折装置の安全取扱および規則の説明

⑴　鹿児島大学教育学部
　　エックス線障害予防規程 30分

⑵　X線回折装置の安全取扱
　・鉱物を調べる方法
　・鉱物の定義
　・X線とは
　・X線の回折
　・X線回折装置使用マニュアル

30分

⑶　教育訓練用ビデオ視聴
　　（見て納得放射線障害防止法入門） 60分
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使用した。なお本学部に設置されているエックス
線装置は粉末Ｘ線回折装置であり透過写真を撮影
する装置には該当しないので，教育訓練の時間に
ついては法令では規定されていないが，他大学の
報告例（例えば，馬場・宮田，２００６；Baba et al.　，
２００５）を参考にして十分な時間を確保した（表２）。

４．受講者数の推移
　表３に平成１７年度以降の受講者数の推移を示
す。教育学部からの出席者数は毎年３名から５名
と少数ではあるがほぼ一定に推移している。年度
によって他学部からの出席者数が変わるので，こ
れによって全体の出席者数が大きく増減してい
る。農学部や工学部等で実施される教育訓練に参
加できなかった人が本学部の教育訓練を受けてい
ると推測される。その意味では全学に対しても一
定の貢献をしたものと理解して差し支えないであ
ろう。本教育訓練は地学セミナー（地学演習Ⅰ・
Ⅱ）の時間に開催された。教育学部からの参加者
の多くは「地学演習Ⅰ・Ⅱ」の受講者でもあるの
で，彼らに対する本教育訓練の位置付けをより明
確に示すことができれば，より効果的であったと
思われる。

５．これまでの取組みと課題
　年度毎の出席者数や訓練内容と講師の問題につ
いては，全学一斉の教育訓練であれば当然議論さ
れるところであるが，本教育学部においてはエッ
クス線等取扱者として見込まれる母集団の規模が
小さいために教育訓練を評価する項目として適当
であるとは思われない。
　内容のレベルとしては，教育学部理科専修開講
の地学概論Ⅱ（鹿児島大学ホームページのシラバ

ス参照）を履修していれば無理なく理解できるよ
うに工夫した。教育学部に設置されているエック
ス線装置は粉末Ｘ線回折装置だけなので，この点
では受講者の多様な専門性と知識レベルに対応す
ることを要求される全学的な教育訓練よりも内容
の焦点を絞りやすかったといえる。一方，受講者
の積極的な参加を促すことを目的として理解度を
評価するためのテストは必要であったかもしれな
い。教育訓練を終了しテストをクリアした者に修
了証を与えるなどし，エックス線等取扱者として
認定してもよかった。欲を言えば，テキストを用
意してより体系的に訓練するのが理想であったろ
う。
　教育訓練の頻度については，規定では一年を超
えない期間に実施することになっているので本来
であれば同一年度に２回実施するべきであるが，
現実問題として教育訓練の内容と受講者（数）を
考慮して一年に１回の実施になった。実際にＸ線
装置を使用する際には改めてマンツーマンでの訓
練が必要になるので，実質的には２回以上の教育
訓練になると言える。
　Ｘ線の安全確保のためには，取扱者がエックス
線装置の安全取扱いに関する十分な知識と技術な
どの能力を有する必要がある。教育学部としての
教育訓練は昨年度で終了したが，今年度からは実
際に粉末Ｘ線回折装置を使用した安全取扱の実習
内容をより一層充実させ，受講者（利用者）が教
育訓練に積極的に参加できる環境を整備するつも
りである。それによってＸ線施設の安全管理体制
の質が高まり，目には見えないが着実な安全意識
の高揚に繋がるのではないかと思っている。
　また教育訓練の実施体制の実情に合わせて，今
後学部内の関係する規則を全学的な動向に沿って
速やかに改正していく必要があると考える。

６．おわりに
　昨年度まで設置されていた旧Ｘ線回折装置であ
るミニフレックス２００５（理学電機）は，安全性に
は全く問題はないものの，設置された昭和５６年か
ら２８年が経過して，装置の各所に老朽化が進行し
ていた。特に気温が上昇する夏場は極度にＸ線
強度が低下し，鉱物の同定はもはや不可能となり，

表３．受講者数と登録者数の推移

年度 受講者数＊ 登録者数
１７ 3(０) 4
１８ ７(4) 3
１９ ５(０) １
２０ １１(７) １
２１ ５(１) １

＊：（　）内は教育学部外からの受講者内数
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正課授業の学生実験において支障を来たしていた。
　このような状況の下，平成21年12月にビルド
アップ型多機能Ｘ線回折装置Ultima IＶ Protectｕs
（リガク）への更新が実現した。この新しいＸ線
回折装置（一式）の導入によって，⑴回折Ｘ線の
高速・高感度測定（短時間で高精度の実験が可能），
⑵数値データ化された測定値をパソコン上で容易
に解析（パソコン上でデータを保存・加工し鉱物
同定が可能），⑶情報化に対応した理科教員養成，
等が効果として期待される。加えて本装置には，
⑷インターロック機構（防Ｘ線カバーの開閉を確
認後，Ｘ線を発生する構造）が装備されているこ
とから従来の装置と比べて安全性が格段に向上し
たと言える。Ｘ線発生停止状態でなければ管理区
域に立ち入ることが出来ない構造であるので，通
常の使用法であればＸ線による被ばくの可能性は
限りなくゼロに近い。
　とはいえ，いかなる装置の安全性に関しても
ヒューマンエラーを完全に排除することは不可能
であり，取扱者は装置の装備に関係なくＸ線とそ
の安全に関する十分な知識と技能を研鑽する必要
がある。エックス線等取扱者に対する安全教育は
防護の基本である。教育学部においては今後もこ
のことを大前提として，全学一斉の教育訓練を補
完する方向でより実習を重視したエックス線装置
安全取扱の教育が実施されることが期待される。
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付録．配布資料⑷　教育訓練スライド縮小版

1

平成２１年度

エックス線等取扱者に対する教育訓練
実施日時：平成２１年６月２日（火） １３：００～

実施場所：教育学部 管理棟・理系研究棟3Ｆ 地学大実験室

訓練内容：Ｘ線発生装置の安全な取り扱い及び規則の説明

（１）鹿児島大学教育学部エックス線障害予防規程

（２）Ｘ線回折装置ミニフレックス2005の安全取り扱い

鉱物を調べる方法

鉱物の定義

 Ｘ線とは

 Ｘ線の回折

 Ｘ線回折装置使用マニュアル

（３）教育訓練用ビデオ視聴（見て納得放射線障害防止法入門）

教育学部地学教室：松井智彰（内線：7808）

エックス線障害防止に必要な教育及び訓練について

学部エックス線障害予防規程第１８条が、毎年最低一回は
教育訓練を実施することを定めている。（安全管理規則第１９条第
５項の規定により、学部長が取扱者に、教育及び訓練を施す。）

・実施項目

（１）放射線の人体に与える影響

（２）エックス線装置の安全取扱い

教育学部に設置（登録）されているエックス線装置は、

Ｘ線回折装置ミニフレックス2005（理学電機社製）

（３）エックス線障害の防止に関する関係法令

労働安全衛生法、電離放射線障害防止規則

鹿児島大学放射線安全管理規則・・（関係HP参照）

（４）予防規程

鹿児島大学教育学部エックス線障害予防規程

（１）鹿児島大学教育学部エックス線障害予防規程
平成16年7月20日制定

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全
衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、電離放射線障害防止規則(昭和
47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)及び鹿児島大学放射線安
全管理規則（平成16年4月1日制定。以下「安全管理規則」という。）第４条
第2項の規定に基づき、鹿児島大学教育学部(以下「本学部」という。)にお
けるエックス線装置の使用及びその他の取扱いによって起りうるエックス
線障害の防止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「エックス線装置」とは、電離則に規定するエッ
クス線を発生させる装置をいう。（電離則第2条）

2 この規程において、「放射線業務」とは、エックス線装置の使用若しくは
エックス線の発生を伴う当該装置の検査の業務又はエックス線管若しくは
エックス線の発生を伴うこれらの検査の業務のことをいい、「取扱者」とは、
エックス線装置の使用及びその他の取扱いに携わる者をいう。

(エックス線装置及び管理区域)

第3条 本学部で使用するエックス線装置の種類及び使用場所並びに管
理区域は、別表第1のとおりとする。

2 この規程において、「管理区域」とは、外部放射線による実効線量と空
気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3ミリシーベ
ルトを超えるおそれのある区域をいう。

別表第1(第3条関係)

規定第3条に規定するエックス線装置の種類等

種類 設置場所 管理区域

エックス線回析装置 理科 エックス線分析実験室(地学) しゃへい装置内

実効線量E：身体のすべての臓器・組織にわたって荷重された等価線量

E =wTHT（wT：組織荷重係数、HT：等価線量）、単位はSv シーベルト

等価線量：放射線荷重係数wRで荷重された臓器・組織当たりの吸収線量

HT =wRDT,R（DT,R：放射線Rに対する臓器・組織当たりの吸収線量）

吸収線量：（エックス線によって）単位物質に付与されたエネルギー

(組織)

第4条 本学部におけるエックス線障害の防止に関する業務は、学部長
が総括する。

2 本学部におけるエックス線障害の防止に関する安全管理組織は、別
表第2に掲げるとおりとする。

(放射線障害防止委員会)

第5条 本学部にエックス線障害の予防に必要な事項を審議するため、
放射線障害防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。

2 防止委員会については、別に定める。

別表第2(第4条関係)

教育学部放射線障害防止安全管理組織

(放射線障害防止委員会)

第5条 本学部にエックス線障害の予防に必要な事項を審議するため、
放射線障害防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。

2 防止委員会については、別に定める。

(エックス線作業主任者) 第6条 ・・松井智彰

(エックス線装置管理責任者) 第7条

・・松井智彰

(放射線健康管理責任者) 第8条 ・・事務長

(放射線健康管理担当者) 第9条 ・・総務係長

(エックス線装置使用施設管理責任者) 第10条 ・・事務長

(エックス線装置使用施設管理担当者) 第11条 ・・会計係長
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(取扱者の登録)

第12条 取扱者は、エックス線管理責任者の承認を受け、取扱者名簿に
登録されなければならない。

2 エックス線管理責任者は、取扱者名簿をエックス線作業主任者を経て
学部長に提出しなければならない。

3 登録の有効期限は、登録をした年度内とする。

(取扱者の遵守事項)

第13条 取扱者は、エックス線装置の使用に当たって、備付けの使用簿
にあらかじめ使用目的、使用条件、取扱者名等を記載するとともに、次に
掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) エックス線装置の取扱いに熟知していること。

(2) 管理区域内でエックス線装置を使用する場合には、放射線測定器を

装着すること。

(3) エックス線障害の発生の防止に努めること。

(4) 異常が生じたときは、直ちにエックス線管理責任者に報告すること。

(注意事項の掲示)

第14条 エックス線管理責任者は、エックス線装置の取扱いに関する注
意事項を設置場所近くの目のつきやすい場所に掲示しなければならない。

(施設及び装置の維持管理)

第15条 エックス線管理責任者は、別表第3に掲げる項目についてエック
ス線装置を定期的に点検するとともに、別表第4に定める項目に従い、年
1回以上の自主点検を行わなければならない。

別表第3(第15条関係)

規定第15条第1項に規定するエックス線装置の検査

装置 検査の項目

エックス線装置 1 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無

(1) エックス線管装置及び加速管装置

(2) 高電圧発生装置、エックス線制御装置及びエックス線管装置附属器具

(3) ゴニオメータ装置

(4) カメラ装置

2 防護装置の適否

3 エックス線装置室の適否

4 管理区域の設定の必要性の有無

5 漏えい放射線の有無及びその線量又は線量率

注 エネルギー分散型エックス線装置については、試料室及び検出器は、ゴニオメータ装置に含まれる。

2 エックス線管理責任者は、前項の点検の結果異常を認めたときは、施
設管理責任者に報告するとともに、修理等の必要な措置を講じなければ
ならない。

3 エックス線管理責任者は、前2項の結果を取りまとめ、エックス線作業
主任者を経由して学部長に報告しなければならない。

別表第4(第15条関係)

規定第15条第1項に規定する自主点検項目

区分 点検項目 実施者

施設の位置等 1 位置

2 地崩れのおそれ

3 浸水のおそれ

4 周囲の状況

主要構造部等 1 構造及び材料

しゃへい 1 構造及び材料

2 しゃへい物の状況

3 線量

管理区域 1 区画及び閉鎖設備

2 床壁等の構造・表面仕上げ

3 線量

4 標識

エックス線管理責任者

施設管理責任者

(緊急時の措置)

第16条 エックス線管理責任者及び取扱者は、エックス線装置に異常が
生じエックス線障害の発生のおそれがある場合には、直ちに電源を切る
等の適切な措置を講じるとともに、エックス線作業主任者及び学部長に
連絡しなければならない。

2 学部長は、取扱者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばく
した場合、速やかに本人に医師の診察又は処置を受けさせなければなら
ない。

3 学部長は、前項の連絡を受けた場合には、速やかにその旨を学長を
経て文部科学省その他関係機関に報告しなければならない。

(測定) 第17条

(教育訓練)

第18条 学部長は、取扱者に対し、安全管理規則第19条第5条の規
定によりエックス線障害を防止するために必要な教育及び訓練を施
さなければならない。

2 教育及び訓練の実施項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放射線の人体に与える影響

(2) エックス線装置の安全取扱い

(3) エックス線障害の防止に関する関係法令

(4) 予防規程

3 教育及び訓練の実施は、エックス線装置を初めて使用する場合
にあっては使用前に、使用開始後にあっては1年を超えない期間ご
ととする。

4 前項の規定にかかわらず、第2項各号に掲げる項目に関し十分な
知識及び技能を有していると学部長が認める者に対しては、その理
由を記録することにより教育及び訓練を省略することができる。

(健康診断)

第19条 取扱者は、安全管理規則第20条第1項の規定により健康診断を
受けなければならない。

2 学部長は、健康診断の結果に関し、その記録の写しを本人に交付しな
ければならない。

(記録等) 第20条 記録の作成と報告

(保存) 第21条 健康診断結果の記録の保存等

(雑則)

第22条 この規程の実施に関し、必要な事項については、防止委員会の
議を経て、学部長が別に定める。

附 則

この規程は、平成19年7月17日から施行し、平成19年4月1日から適用す
る。
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（２）Ｘ線回折装置ミニフレックス2005の安全取り扱い

教育学部に設置されているＸ線回折装置ミニフレックス2005
設置年月日：昭和56年3月15日
製造元：理学電機

定格出力：30kV, 10mA

Ｘ線回折装置とは、

結晶性物質にＸ線を照射して回折されるＸ線（の角度と強度）

を測定する装置

回折されたＸ線の角度と強度の組み合わせ（回折Ｘ線プロファ

イル）から、測定した結晶性物質を同定する

現在、教育学部における教育・研究用として利用されている

 鉱物を調べる方法

a

b

c
x y
z

簡単な方法から、より精密な分析へ

◆ 肉眼による観察

◆ 偏光顕微鏡による観察

◆ 粉末Ｘ線回折実験

◆ 化学組成分析

◆ 結晶構造解析

◆ 粉末Ｘ線回折実験
鉱物結晶の対称性と、Ｘ線の散乱（回折）現象を利用
未知鉱物の結晶構造と既知鉱物の結晶構造と比較して鉱物同定

粉末試料

Ｘ線回折図形

粉末Ｘ線回折装置

◆ 化学組成分析
鉱物の化学組成を決定（湿式分析や各種非破壊分析による）

1960年代からは電子 ﾌﾟﾛｰﾌﾞﾏｲｸﾛｱﾅﾗｲｻﾞｰ(EPMA)が一般的に

電子 ﾌﾟﾛｰﾌﾞﾏｲｸﾛｱﾅﾗｲｻﾞｰ(EPMA)

（鹿児島大学FSRC機器分析施設）

EPMAによる定性分析結果

電子顕微鏡写真

◆ 結晶構造解析

単結晶の回折Ｘ線データを基に解析プログラムを使用し構造決定

４軸単結晶Ｘ線回折装置（鹿児島大学FSRC機器分析施設）

 鉱物の定義

IMA(国際鉱物学連合)の新鉱物・鉱物名委員会によると、

A mineral is an element or chemical compound that is normally

crystalline and which has been formed as a result of geological

processes (Nickel, 1995).

（鉱物とは、地質学的作用の結果として生成された通常は結晶

質の単体または化合物である。）

結晶：空間的に周期的な原子配列

をもった固体物質

例外等

・いくつかの準鉱物（非晶質鉱物） 岩塩構造(黄：Na, 青：Cl)

・氷（したがって雪の結晶も鉱物。しかし水は鉱物とみなさない。）

・水銀（液体でも鉱物とみなす。）

a

b

c
x y
z
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 Ｘ線とは
◆ Ｘ線は電磁波

Ｘ線は波長が10-12～10-8m(0.01～100Å)程度の電磁波

電磁波：電磁場の振動が伝播する現象

太陽コロナで発生し放出されるＸ線の一部は地球に届くが、

大気層に吸収され地上には届かない

◆ Ｘ線の利用
Ｘ線を物体に照射した際に起こる主な現象

・熱

・透過Ｘ線・・Ｘ線透過法（診療用Ｘ線装置、Ｘ線透視装置）

・蛍光Ｘ線・・Ｘ線分光法（特性Ｘ線を分光分析して化学分析）

蛍光Ｘ線分析装置、Ｘ線マイクロアナライザー

・散乱Ｘ線・・Ｘ線回折法（結晶質物質の結晶構造を解析）

・光電子：光を吸収し、そのエネルギーを得て物質から外部に

放出された自由電子（光電効果）

 Ｘ線の回折
◆ Ｘ線の発生

Ｘ線管球（真空管の一種）を用いる

フィラメントを加熱 ⇒ 熱電子発生

対陰極に高電圧 ⇒ 熱電子加速、対陰極に衝突 Ｘ線発生

◆ Ｘ線スペクトルの特徴
・連続スペクトル・・連続Ｘ線（白色Ｘ線）

最短波長（λmin）は電子の全運動エネルギーで決まる

（電圧により変化）λmin = hc/eV = 12.4/V

h：プランク定数、c：光速度、e：電荷、V：加速電圧

電流を増減すると強度が増減する

・特性Ｘ線・・Ｘ線を発生させた金属特有の波長をもつ

高速電子により電子軌道から電子が叩き出され、よりエネルギー

レベルが高い軌道から電子が落ちて原子を安定化

このエネルギーの差ΔE = hν（ν：振動数）を

波長λ（= c/ ν ）のＸ線に変換し放出

◆Ｘ線の回折現象

・入射したＸ線と同じ波長のＸ線が発生し、原子を中心に球面

状に広がっていく

・結晶の原子列にＸ線をあてると、各原子から同心円状に散乱

Ｘ線が広がる

波の山と山の重ね合わせ ⇒ 強め合う

波の山と谷の重ね合わせ ⇒ 打ち消し合う 波の干渉

◆ブラッグの条件

結晶に入射するＸ線が回折する基本原理（ラウエが明らかにし

た）の物理的意味を平易に示す

格子面間隔dhklの結晶の(hkl)に角度θで入射し同じ角度θで

反射する回折波を想定する

強め合う条件 光路差＝ 波長の整数倍

点O、O’で揃っている波の位相が、点P、P’においても揃うには、

光路差（AX’ + X’B）= 波長の整数倍

すなわち、

2dsinθ ＝ nλ（n：整数） ブラッグの式

d

d

(hkl)

(hkl)

(hkl)

θθ

θ

O
O’ P

P’

P”

◆ブラッグの式

A
B

X’

X

 Ｘ線回折装置“Rigaku Miniflex”使用マニュアル
エックス線装置管理責任者：松井智彰

★☆ Ｘ線回折装置使用前に ★☆

利用者は、フィルムバッチを申請して必ず着用すること！！

（操作手順）

１）コンセントにプラグを差し込む。

２）PowerをONにする。（これと同時に自動的に循環冷却水が作動する。）
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３）ALARMの３つのランプ(OLL, FCL, CW)が消灯していたら、次に進む。

４）HV POWER SUPPLYをONにする。

５）Ｘ線をONにする。

６）試料をセットする。 ７）ゴニオメーターのスイッチをONにする。

８）回転する目盛りが０になったときにチャート紙記録計をONにする。

９）終了手順は、この逆の操作をする。

★☆ Ｘ線回折装置使用後に ★☆

利用者はＸ線回折装置使用記録帳に所定の事項を必ず記入すること！！




